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證
空
の
末
法
思
想

―
『
自
筆
鈔
』
／
『
他
筆
鈔
』
の
相
違
に
着
目
し
て

―
中

村

玲

太

一
　
は
じ
め
に

「
末
法
」
を
ど
う
捉
え
る
の
か
、
と
い
う
問
い
は
日
中
の
仏
教
に
お

い
て
広
く
考
究
さ
れ
て
き
た
。
い
ま
日
本
仏
教
に
目
を
移
す
と
、
正

法
・
像
法
・
末
法
と
い
う
三
時
の
枠
組
み
自
体
を
批
判
的
に
問
い
直
す

思
想
が
禅
や
密
教
な
ど
か
ら
現
れ
て
く
る
。
単
純
に
末
法
と
い
う
時
代

を
受
け
入
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
流
れ
も
日

本
仏
教
の
一
つ
の
潮
流
で
あ
り
、
仏
教
思
想
の
一
展
開
と
し
て
着
目
す

べ
き
で
あ
る
。
こ
の
三
時
の
枠
組
み
を
超
越
せ
ん
と
す
る
思
想
は
、
主

と
し
て
浄
土
教
以
外
に
お
い
て
注
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
浄
土
教

に
お
い
て
も
「
末
法
」
の
位
置
づ
け
か
ら
三
時
の
枠
組
み
を
問
い
直
そ

う
と
す
る
思
想
も
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
が
法
然
の
上
足
、
西
山
義

祖
・
證
空
（
一
一
七
七
―
一
二
四
七
）
の
三
時
説
で
あ
る
。

證
空
は
正
法
↓
像
法
↓
末
法
と
い
う
歴
史
観
の
果
て
と
し
て
末
法
を

見
る
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
三
時
す
べ
て
を
末
法
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
見
方
に
よ
っ
て
、「
今
が
末
法
で
あ
る
か
ら
」
弥
陀
の
本
願

に
帰
す
べ
き
な
の
で
は
な
く
、
末
法
は
三
時
を
貫
く
も
の
で
あ
り
そ
の

末
法
の
法
が
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
、
と
い
う
浄
土
教
の
普
遍
性
を
問
う

方
向
に
論
究
が
シ
フ
ト
し
て
い
る
。

こ
の
證
空
の
末
法
観
に
つ
い
て
先
行
研
究
（
石
田
﹇
一
九
五
二
﹈
等
）

で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
大
き
く
二
点
に
お
い
て
未
だ
解
明
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、（
１
）
末
法
の
法
を
三
時

を
貫
く
法
だ
と
す
る
根
拠
を
探
る
上
で
、
む
し
ろ
三
時
の
区
分
に
関
す

る
諸
説
に
関
心
を
払
っ
て
い
た
こ
と
、（
２
）『
自
筆
鈔
』
か
ら
そ
の
後

の
成
立
と
さ
れ
る
『
他
筆
鈔
』
で
は
（
１
）
の
よ
う
な
末
法
の
法
が
三

時
を
貫
く
と
す
る
主
張
が
鳴
り
を
潜
め
、
表
面
的
に
は
一
般
的
な
三
時

説
し
か
説
い
て
い
な
い
こ
と
の
意
義
、
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
二
点

に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

二
　『
自
筆
鈔
』
の
末
法
思
想

ま
ず
三
時
と
「
末
法
」
に
つ
い
て
の
證
空
独
自
の
理
解
に
つ
い
て
確

認
す
る
。
證
空
『
玄
義
分
自
筆
鈔
』
巻
一
に
は
、
①「
未
来
ノ
衆
生
ノ



― 99 ―

證
空
の
末
法
思
想
（
中

村
）

為
ト
説
カ
ル
ル
教
ナ
レ
バ
、
此
ノ
教
ヲ
本
ト
ス
ル
時
ハ
、
正
、
像
ノ
差

別
ナ
ク
皆
末
法
ノ
時
ト
得
ラ
ル
ル
ナ
リ
。﹇
…
﹈ 

今
観
門
ニ
約
シ
テ
、

悉
ク
末
法
ナ
リ
、
皆
未
来
ノ
衆
生
ナ
リ
ト
顕
ス
」（
西
叢
一
、
七
頁
）、

②「
此
ノ
法
ノ
要
ヲ
悟
リ
ヌ
レ
バ
、
タ
ト
ヒ
正
法
ナ
リ
ト
モ
、
末
法
ニ

ア
リ
ト
云
フ
ベ
シ
。
故
ニ
、
時
ハ
転
変
ス
ト
雖
モ
、
法
ハ
等
シ
ク
末
法

ト
云
フ
ベ
シ
」（
西
叢
一
、
三
五
頁
）
と
あ
る
。
證
空
は
、「
正
、
像
ノ
差

別
ナ
ク
皆
末
法
ノ
時
ト
得
ラ
ル
ル
ナ
リ
」
と
す
る
よ
う
に
三
時
の
区
別

を
否
定
し
、
す
べ
て
の
時
代
を
「
末
法
」、
そ
し
て
そ
の
末
法
時
代
に

存
在
す
る
衆
生
＝「
未
来
ノ
衆
生
」
だ
と
す
る
。

次
に
證
空
が
三
時
の
区
別
を
否
定
す
る
背
景
に
つ
い
て
考
究
し
た

い
。『
玄
義
分
自
筆
鈔
』
巻
二
で
、
善
導
『
観
経
疏
』
玄
義
分
の
「
仏

在
王
宮
為
韋
提
等
説
」（
大
正
三
七
、
二
四
七
頁
上
）
を
解
釈
す
る
箇
所
に

お
い
て
、「
韋
提
ハ
、
汝
是
凡
夫
、
ト
云
フ
在
世
ノ
凡
夫

0

0

0

0

0

ナ
リ
。
等
、

ハ
未
来
悪
世
ヲ
等
ズ
。
我
等
凡
夫
ナ
リ
。
在
世
、
滅
後
、
同
ジ
ク
凡
夫

ナ
レ
バ
、
三
時
ノ
不
同
ア
ル
べ
カ
ラ
ズ
。
観
門
ニ
依
リ
テ
弘
願
顕
レ
ヌ

レ
バ
、
同
ジ
ク
末
法
ノ
教
ナ
リ
」（
西
叢
一
、
四
九
頁
）
と
あ
る
。
釈
尊

か
ら
「
汝
是
凡
夫
」
と
言
わ
れ
る
韋
提
希
夫
人
で
あ
る
が
、
そ
れ
を

「
在
世
の
凡
夫
」
と
し
て
、
釈
尊
滅
後
の
凡
夫
、
我
等
と
同
じ
凡
夫
だ

と
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
「
三
時
ノ
不
同
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
韋
提
希
が
滅
後
の
我
等
と
同
じ
「
凡
夫
」
だ
と
さ
れ
た

こ
と
が
、
三
時
の
区
別
を
否
定
す
る
大
き
な
契
機
に
な
っ
て
い
る
の
は

確
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
同
じ
凡
夫
だ
と
し
て
も
、「
在
世
」
に
は
凡

夫
が
存
在
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
釈
尊
在
世

中
の
韋
提
希
が
凡
夫
だ
と
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
三
時
の
区
別
ま
で
も

否
定
す
る
の
は
や
や
無
理
の
あ
る
論
じ
方
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

韋
提
希
が
凡
夫
た
る
こ
と
は
、
證
空
に
と
っ
て
は
三
時
の
区
別
を
否

定
す
る
根
拠
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
こ
う
考
え
る
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
證
空
は
『
観
経
』
に
お
い
て
韋
提
希
が
救
済

さ
れ
た
場
面
を
指
し
て
、
他
力
の
教
え
が
開
顕
さ
れ
た
根
拠
と
し
て
見

て
い
る
（
中
村
﹇
二
〇
一
七
﹈
参
照
）。
し
か
し
、
こ
の
韋
提
希
救
済
の
場

面
は
釈
尊
在
世
中
の
こ
と
で
あ
り
、
滅
後
末
法
の
我
等
と
は
違
う
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
は
当
然
成
立
し
得
る
。『
玄
義
分
自
筆
鈔
』

巻
一
に
は
、「
正
像
ノ
時
ノ
道
俗
ニ
ナ
オ
自
力
ノ
分
ヲ
与
エ
テ
、
メ
シ

ト
ル
心
ア
レ
バ
、
今
ノ
時
ノ
本
意
ニ
ア
ラ
ズ
。
二
ハ
観
門
ノ
時
、
此
ノ

時
ハ
在
世
、
滅
後
ノ
不
同
ナ
ク
、
正
、
像
、
末
ノ
差
別
ナ
シ
。
故
ニ
在

世
ノ
韋
提
ト
未
来
ノ
凡
夫
ト
差
別
ナ
ク
、
一
種
ノ
機
ト
シ
テ
韋
提
ニ
蒙

ラ
シ
メ
テ
、
未
来
ノ
衆
生
ノ
為
ニ
此
ノ
法
ヲ
開
キ
給
フ
」（
西
叢
一
、
六

頁
）
と
あ
る
。
末
法
と
は
区
別
さ
れ
る
正
法
・
像
法
の
時
代
で
あ
れ
ば

道
俗
は
自
力
に
依
っ
て
往
生
し
得
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
が

念
頭
に
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
末
法
で
な
け
れ
ば
自
力
で
往
生

し
得
る
、
韋
提
希
も
そ
の
一
人
で
は
な
い
の
か
、
こ
う
し
た
考
え
を
否

定
す
べ
く
證
空
は
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
證
空
の
結
論
と
し
て
は
、

そ
も
そ
も
三
時
す
べ
て
が
末
法
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

さ
て
、
證
空
は
あ
た
か
も
韋
提
希
が
凡
夫
と
さ
れ
た
こ
と
を
根
拠
に
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三
時
の
区
別
を
否
定
す
る
よ
う
な
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
見

る
べ
き
は
、
韋
提
希
が
凡
夫
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
在
世
／
滅
後
の
区

別
は
な
い
＝
韋
提
希
と
我
等
の
区
別
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
證
空
の

中
で
は
必
然
的
な
繫
が
り
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
っ
た

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
問
題
意
識
こ
そ
證
空
の
思
想
上
特
筆
す
べ
き
も
の

で
あ
る
と
考
え
る
。

三
　
三
時
を
末
法
だ
と
す
る
論
拠
と
正
法
五
百
／
千
年
問
題

證
空
に
と
っ
て
三
時
を
末
法
だ
と
す
る
一
つ
の
論
拠
と
で
も
言
う
べ

き
も
の
が
あ
る
。
第
二
章
で
挙
げ
た
①
、
②
の
文
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら

も
善
導
『
観
経
疏
』
十
四
行
偈
に
あ
る
「
末
法
之
遺
跡
」（
大
正
三
七
、

二
四
六
頁
上
）
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
善
導
が
「
末
法
之
遺

跡
」
と
語
る
こ
と
が
三
時
を
末
法
と
す
る
論
拠
と
な
る
の
か
。
②
の
箇

所
を
詳
ら
か
に
見
れ
ば
、
證
空
は
、「
此
ノ
中
ニ
、
末
法
、
ト
云
フ
ハ
、

大
師
ノ
在
世
、
像
法
ニ
当
レ
リ
。
其
ノ
時
ヲ
指
シ
テ
、
末
法
、
ト
云

フ
。
正
、
像
、
末
ノ
三
時
ヲ
定
ム
ル
事
、
異
説
一
ニ
ア
ラ
ズ
。
故
ニ
宗

ニ
随
イ
テ
各
是
ヲ
用
イ
ル
。
若
シ
正
法
五
百
年
ノ
説
ニ
依
ラ
バ
、
末
法

ト
云
イ
ツ
ベ
シ
。
今
、
末
法
、
ト
云
フ
心
ハ
、
此
ノ
説
ヲ
本
ト
ス
ル
ニ

ア
ラ
ズ
。
別
シ
テ
深
キ
心
ア
リ
テ
、
末
法
、
ト
云
フ
ナ
リ
。
其
ノ
故

ハ
、
観
経
ノ
観
門
ノ
道
理
ヲ
得
ツ
レ
バ
、
仏
ノ
出
世
ノ
本
意
弥
陀
ノ
別

願
ヲ
説
カ
ン
ガ
為
ナ
リ
。
此
ノ
別
願
ノ
詮
ヲ
尋
ヌ
レ
バ
、
未
来
悪
世
ノ

凡
夫
ヲ
度
ス
ニ
ア
リ
。
此
ノ
法
ノ
要
ヲ
悟
リ
ヌ
レ
バ
、
タ
ト
エ
正
法
ナ

リ
ト
モ
、
末
法
ニ
ア
リ
ト
云
フ
ベ
シ
」（
西
叢
一
、
三
五
頁
）
と
し
て
い

る
。
證
空
の
認
識
と
し
て
は
、
善
導
の
在
世
中
は
「
像
法
」
な
の
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
像
法
時
代
に
在
世
し
た
」
善
導
（
六
一
三
―

六
八
一　

※
證
空
は
『
玄
義
分
自
筆
鈔
』
巻
一
〔
西
叢
一
、
二
頁
〕
で
、
善
導
の

入
滅
時
を
「
永
隆
二
年
」〔
六
八
一
〕
と
し
て
い
る
）
が
あ
え
て
自
ら
の
時
代

を
「
末
法
（
之
遺
跡
）」
だ
と
言
明
す
る
こ
と
に
特
殊
な
意
義
を
證
空
は

見
出
し
て
い
る
。
證
空
に
依
れ
ば
、
本
来
は
像
法
の
時
代
で
あ
る
善
導

が
自
ら
の
時
代
を
指
し
て
末
法
と
す
る
の
は
、
年
代
差
な
く
末
法
な
の

で
あ
り
、
飛
躍
は
あ
る
が
三
時
は
み
な
末
法
だ
と
い
う
こ
と
を
暗
に
示

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

證
空
は
善
導
を
像
法
時
代
の
人
と
す
る
が
、
こ
こ
に
明
確
に
證
空
が

正
法
五
百
年
／
千
年
説
を
意
識
し
た
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
證
空

は
、「
若
シ
正
法
五
百
年

0

0

0

0

0

ノ
説
ニ
依
ラ
バ
、
末
法
ト
云
イ
ツ
ベ
シ
」
と

し
て
い
た
が
、
ま
ず
こ
こ
か
ら
仏
滅
年
代
を
お
お
よ
そ
い
つ
だ
と
考
え

て
い
た
の
か
が
わ
か
る
。
證
空
が
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か

ら
、
諸
説
あ
る
仏
滅
年
代
の
中
で
ど
れ
に
依
拠
し
て
い
た
の
か
を
厳
密

に
判
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
、
證
空
当
時
に
お
い
て
流
布
し
て

い
た
仏
滅
年
代
に
は
大
き
く
二
説
あ
り
（
田
村
﹇
一
九
八
三
﹈
等
参
照
）、

（
１
）
法
上
の
説
く
「
穆
王
壬
申
」（
紀
元
前
九
四
九
）、（
２
）
費
長
房
（『
歴

代
三
宝
紀
』）
の
説
く
「
匡
王
壬
子
」（
紀
元
前
六
〇
九
）
の
二
つ
で
あ
る
。

（
１
）
の
場
合
、
正
法
五
百
年
（
像
法
千
年
）
説
だ
と
末
法
一
年
目
が

五
五
二
年
と
な
り
善
導
の
在
世
が
末
法
と
な
る
が
、（
２
）
の
説
を
採
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用
す
る
と
、
正
法
五
百
年
（
像
法
千
年
）
説
で
も
、
末
法
一
年
目
は

八
九
二
年
で
あ
り
、
善
導
の
在
世
は
像
法
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
２
）
で
は
、「
若
シ
正
法
五
百
年
ノ
説
ニ
依
ラ
バ
、
末
法
ト
云
イ
ツ
ベ

シ
」
と
す
る
證
空
の
仏
滅
年
代
に
関
す
る
理
解
と
は
合
致
し
な
い
の
で

あ
り
、
こ
の
仏
滅
年
代
説
を
採
用
し
て
い
な
い
の
は
明
か
で
あ
る
。
特

殊
な
仏
滅
年
代
説
で
あ
れ
ば
、
そ
の
説
明
に
も
腐
心
し
そ
う
な
も
の
で

あ
る
が
、
そ
う
し
た
形
跡
は
な
い
の
で
あ
り
、「
穆
王
壬
申
」
説
に
依

拠
す
る
と
想
定
す
る
こ
と
が
現
時
点
で
は
蓋
然
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
そ
こ
か
ら
善
導
を
像
法
時
代
の
人
だ
と
す
る
以
上
、
正
法
五
百
年

説
で
は
な
く
正
法
千
年
説
を
採
用
す
る
も
の
で
あ
る
（
現
に
『
往
生
礼
讃

自
筆
鈔
』
巻
三
〔
西
叢
三
、
六
九
頁
〕
に
は
、『
群
疑
論
』〔
大
正
四
七
、
四
八
頁

下
〕
が
伝
え
る
『
大
悲
経
』
の
説
に
依
拠
し
て
正
法
千
年
説
を
採
用
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
箇
所
を
「
大
集
経
」
と
す
る
諸
本
も
あ
る
が
、
大
谷
大
学
大
正
四
年

本
の
「
大
悲
経
」
が
正
し
い
）。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
證
空
は
三
時
す
べ
て
を
末
法
だ
と
す
る
枠
に

と
ら
わ
れ
な
い
三
時
説
を
主
張
し
て
い
く
一
方
で
、
正
法
五
百
年
／
千

年
説
に
対
し
て
大
き
な
関
心
を
払
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
　『
他
筆
鈔
』
に
お
け
る
三
時
説
の
問
題

『
自
筆
鈔
』
後
の
成
立
と
さ
れ
る
『
他
筆
鈔
』
で
の
三
時
説
の
捉
え

方
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、『
玄
義
分
他
筆
鈔
』
巻
上
に
は
、「
滅
後
ニ

正
、
像
、
末
ノ
三
時
ア
リ
。
正
法
ノ
時
ハ
、
衆
生
純
善
ニ
シ
テ
道
ヲ
得

ル
事
易
シ
。
像
法
ノ
時
ハ
、
善
悪
相
交
ハ
リ
テ
道
ヲ
得
ル
者
希
ナ
リ
。

末
法
ニ
ハ
、
一
向
罪
悪
生
死
ノ
凡
夫
ニ
シ
テ
、
読
誦
大
乗
ノ
行
ヲ
モ
テ

生
死
ヲ
離
レ
、
往
生
ヲ
得
ル
事
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
此
ノ
時
ニ
当
リ
テ
観

経
所
説
ノ
法
門
イ
ヨ
イ
ヨ
盛
ナ
ル
ベ
キ
ガ
故
ニ
、
此
ノ
経
ヲ
バ
、
末
法

之
遺
跡
、
ト
云
フ
ナ
リ
」（
西
叢
五
、
三
九
頁
）
と
あ
る
。
こ
う
し
た
正
・

像
・
末
の
理
解
自
体
に
は
、『
自
筆
鈔
』
か
ら
の
独
自
な
展
開
は
見
ら

れ
な
い
。
問
題
は
こ
う
し
た
三
時
説
に
言
及
す
る
際
に
、
證
空
は
こ
こ

か
ら
三
時
が
す
べ
て
末
法
で
あ
る
な
ど
、
三
時
の
枠
組
み
自
体
を
問
い

直
す
よ
う
な
主
張
を
す
る
箇
所
が
『
他
筆
鈔
』
に
は
見
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
言
及
し
て
い
な
い
だ
け
で
根
底
の
三
時
に
対

す
る
捉
え
方
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か

し
、
正
↓
像
↓
末
と
直
線
的
に
移
行
す
る
三
時
説
を
主
張
し
て
い
る
以

上
、
そ
れ
を
覆
す
よ
う
な
論
理
を
同
時
に
主
張
し
な
け
れ
ば
、
従
来
の

三
時
説
と
同
じ
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
證
空
は
、

『
他
筆
鈔
』
の
記
述
か
ら
し
て
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
恐

れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

た
だ
、『
他
筆
鈔
』
で
は
三
時
を
末
法
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
鳴
り

を
潜
め
た
が
、
決
し
て
浄
土
教
が
三
時
を
超
越
す
る
普
遍
的
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
思
索
自
体
を
や
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
證
空
は
『
序
分
義

他
筆
鈔
』
巻
上
（
西
叢
五
、
一
九
七
頁
）
で
、
在
世
と
滅
後
の
一
同
と
い

う
こ
と
を
、
韋
提
希
と
未
来
の
凡
夫
と
が
一
同
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て

示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
在
世
と
滅
後
が
一
同
す
る
こ
と
が
『
観
経
』
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證
空
の
末
法
思
想
（
中

村
）

の
特
色
だ
と
見
て
お
り
、『
玄
義
分
他
筆
鈔
』
巻
上
に
は
、「
諸
経
ハ
在

世
、
滅
後
各
別
ナ
リ
。
今
経
ハ
在
世
、
滅
後
一
同
ナ
リ
」（
西
叢
五
、
一

頁
）
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
在
世
、
滅
後
を
一
同
と
す
る
論
拠
と
し
て

要
と
な
る
の
は
、『
観
経
』
が
韋
提
希
と
い
う
凡
夫
（
＝
未
来
の
衆
生
）

を
対
象
と
し
て
説
か
れ
た
教
え
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
対
し
て
諸
経

典
は
菩
薩
、
声
聞
を
対
象
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
（『
玄
義

分
他
筆
鈔
』
巻
中
：
西
叢
五
、
五
四
頁
）。『
他
筆
鈔
』
で
は
、
こ
の
よ
う
に

『
観
経
』
と
諸
経
典
と
の
差
を
明
確
に
し
、
凡
夫
の
た
め
に
説
か
れ
た

『
観
経
』
こ
そ
出
世
本
懐
の
経
典
だ
と
強
調
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

差
異
を
強
調
す
る
た
め
に
三
時
を
み
な
末
法
だ
と
す
る
説
が
鳴
り
を
潜

め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

な
ぜ
か
。
先
の
『
他
筆
鈔
』
に
は
「
末
法
ニ
ハ
、
一
向

0

0

罪
悪
生
死
ノ

凡
夫
ニ
シ
テ
」
と
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
理
解
の
も
と
に
三
時
を
み
な

末
法
だ
と
考
え
れ
ば
、
在
世
／
滅
後
問
わ
ず
「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
し

か
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
と
す
る
と
、
釈
迦
在
世
中
の
教
説

は
す
べ
て
「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
の
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
釈
迦
在
世
中
に
は
「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
以
外
の
機
根

も
い
た
、
故
に
菩
薩
や
声
聞
を
対
機
と
し
た
諸
経
典
も
生
ま
れ
て
き

た
、
こ
の
前
提
が
あ
っ
て
こ
そ
凡
夫
の
た
め
に
説
か
れ
た
『
観
経
』
が

特
異
な
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
三

時
を
み
な
末
法
だ
と
す
る
説
を
特
に
主
張
し
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
を
一
つ
の
仮
説
と
し
て
提
示
し
た
い
。

五
　
小
結

證
空
は
、
三
時
を
み
な
末
法
だ
と
み
な
す
主
張
を
な
す
上
で
、
善
導

の
在
世
時
代
を
像
法
と
み
な
す
こ
と
（
か
つ
、
在
世
が
像
法
に
も
関
わ
ら

ず
善
導
自
ら
は
末
法
時
代
の
在
世
だ
と
言
及
す
る
こ
と
）
が
一
つ
の
論
拠
と

な
っ
て
お
り
、
そ
う
み
な
す
た
め
に
正
法
五
百
年
／
千
年
説
に
よ
く
注

意
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
『
自
筆
鈔
』
に
お
け
る
三
時
説
で
あ

り
、『
他
筆
鈔
』
で
は
末
法
を
み
な
三
時
と
す
る
説
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
所
以
に
つ
い
て
も
仮
定
を
示
し
た
。
た
だ
、『
自
筆
鈔
』、『
他
筆

鈔
』
に
し
て
も
一
貫
し
て
浄
土
教
の
「
三
時
を
超
え
た
」
普
遍
性
に
つ

い
て
思
索
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
浄
土
教
と
は
「
今
が
末
法

で
あ
る
か
ら
」
帰
依
す
べ
き
と
い
う
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
證
空
の

思
想
は
改
め
て
着
目
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
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